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大量国債を抱いた日本経済
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急速に悪化 した財政状況

この数年、日本の財政事情は急速に悪化 した。平成10年 度 の国債発行額 は34兆 円

であった。この発行額が同年度の一般会計歳出 に占め る割合(公 債依存 度)は40.3%

である。前年度の国債発行額、公債依存度がそれぞれ18兆 円、23.5%で あったか ら、

この年、財政の国債 に対する依存度は急 に大 きくなったのであ る。 しか も、 この よ

うな国債に対する高い依存は今 日まで続いている。従来の路線 に批判的 な小泉 内閣

は、 この ような国債 に対する依存 を是正 しようと、平成14年 度の国債発行額 を何 と

か30兆 円に収めようとしたが、税収減 と不況対策の両面か ら補正予算の編成が必至

とな り、国債発行 を30兆 円に収めることは不可能 とな った。 こうして 日本の財政状

況 は、い まや極 めて深刻 な異常事態に陥 って しまった。 国民 の問には、財政の将来

に対す る不安感が台頭 している し、海外 の投資格付 機関が 日本 国債 を開発途上 国並

みに下げるという事態 まで起 きている。

なぜ このような事態に陥ったのか。 日本の財政は昭和40年 代 に入 って恒常的 に国

債発行 に依存するようになったが、 とくにこの10年 あ ま りは、バ ブル崩壊 に伴 う景

気低迷への財政的対応 として、減税 と政府支出拡大 を繰 り返 して きたか らである。

とくにこの傾向は、平成10年7月 に成立 した小渕内閣の下で一層顕著 になった。故

小渕首相が しばしば述べ た言葉は 「二兎 を追 う者は一兎 も得ず」 である。 これは、

景気 回復 と財政再建の二つの 目標 を同時に達成 しようとすれば、結局 、両方 と も目

標達成に失敗 してしまうか ら、この際 はまず景気 回復 に政策 目標 を絞 ろ う、 とい う

ものであ った。財政構造改革 を標榜 して緊縮型の財 政運営 を した結果、景気 を一層

悪化 した と批判 され、結局、退陣せ ざるをえな くなった橋本前首相 の轍 を踏みた く

ない とい う気持 もあったろうし、経済論理か らいって も、景気回復に成功 すれば、

税収が増加 して財政再建にも貢献する し、頭の痛い銀行の不良債権処理 も楽 になる、

と考 えたであろ う。つま り万事 めでたしとい う結果 になる筈であった。

しか し日本経済の現実は、以上のような甘い期待 を裏切 る結果 になった。後に残っ

たのは膨大な国債残高、つ まり政府の借金であった。 ただ、 この ような国債残高 に

ついては、これを比較的楽観視す る見方 と、逆に極めて悲観 的にみ る見方が入 り乱

れているようである。私 自身は、現在の財政状況 ・国債残高は極 めて危険 な水域 に
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入 りつつあるとは思 っているが、だか らといって、 もはや解決不 能 といって済 む問

題ではない とも考 えてい る。それはともか くとして、次の項で は、 まず 国債 をめ ぐ

る楽観論 と悲観論 について検討 してみよう。

国債残高をめ ぐる楽観論 と悲観論

前述のように、 日本の財政状況はバブル崩壊の過程で急速 に悪化 した。 このこ と

を示す指標はいろいろあるが、それは具体的 には、各年度の国債に対す る依存 度 と、

経済規模 に対す る国債残高の大 きさによって端的に示 され る。 そこで まず、各年度

の財政の国債に対す る依存度(国 債発行額/一 般会計歳 出)と 長期 政府債務残 高の

対GDP比 の二つの指標 を国際比較でみてみ よう。前者 はいわば フローの指標 であ

り、後者 はス トックの指標である。

(表1)財 政状況の国際比較

(A)国 債発行額/一 般会計歳 出(%)

年 度 日 本 アメ リカ イギ リス ドイツ フ ラ ンス

1973 8.1 6.1 8.7 2.2 一

85 23.2 22.3 3.6 8.7 14.6

95 28.0 10.8 16.5 10.8 19.0

2000 36.9 一 一 9.7 11.2

01 34.7 一 ●o● 9.4 11.4

(B)政 府長期債務残高/GDP(%)

年 度 日 本 ア メ リカ イギリス ドイ ツ フラ ンス

1973 12.0 27.3 45.5 7.2 4.0

85 46.5 34.8 45.4 21.0 11.3

95 60.8 57.7 47.7 21.3 24.3

2000 95.7 51.9 o● ● 17.8 30.8

of 102.6 50.0 ● ● ■ 16.8 ● ● ■

(注)一 は黒字財政、… は計数不詳

(資料)加 藤治彦編 『図説 ・日本の財政 平成14年 度版』

以上の計数か らも明 らかなように、 日本の財政状況 は1980年 代 か ら決 して良 くは

なかったが、バブル崩壊後急速 に悪 くなった。1980年 代 、 日本 とともに財政赤字が
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大 きか ったアメリカ ・イギリスが、2000年 代 には黒字財政 に転 じたの をは じめ、 ド

イツ ・フランスの財政赤字も縮小 しているの に対 し、 日本 の財政収支 の悪化 は突出

している。(A)の 指標が30%を 超え、(B)の 指標が100%を 超 えている とい う状況

は、他 の先進国には全 くみ られない。

これについて、一部の政治家や評論家のなかに、 日本の潜在的経済力 は強いか ら

とか、政府の借金 は確かに大 きいが保有資産 もまた大 きい とい って、財政赤字の深

刻 さを否定す る向きがある。このような言い方は、私 には弁解かあ るいは こ じつけ

の ように聞こえる。またいかに財政赤字が大 きいといって も、それ は政府が 自国民

か らの借金 した ものであ り、外 国か ら借 りた ものではない、い うなれば これは夫婦

間の貸 し借 りの ようなものだか ら、さ して問題にす るに足 りない、 とい う言い方 も

ある。確かに、この点は開発途上国で往 々にみられ る財政赤字 とは異なった性格 を

持 っている。 しか し同 じた とえ話 を借 りるな らば、か りに夫婦 間の貸借であって も、

一方が毎月
、収入 を無視 してお金 を使い、その穴埋 め を相手か らの借入れで賄 って

い くといった生活が長続 きす るだろうか。こうした家庭 はやがて崩壊 するにちがい

ない。いかに債権者が 自国民であっても、政府の債務 はあ くまで債務 であ り、 その

償還財源は租税 に求める以外にないのだから、以上の楽観的た とえ話はやは り非現

実的 といわざるをえない。

逆に、現在の ような膨大な政府の借金はもはや返済不可能だ とい う悲観論 もある。

平成14年3月 末 の政府長期債務は510兆 円である。 これは、平成14年 度当初予算税収

見込みの約11倍 である。人口で割 ってみると、国民1人 当た り400万 円強とな り、政

府の長期債務 を返済するには3人 家族では約1,200万 円の資金が必要 になる。 このよ

うな数字 をみ ると、確かに返済不可能論 に説得力がで て くる。 それでは どうす れば

よいのか。そしてこの議論は、こうなった以上、好 む と好 まざる とにかかわ らず、

イ ンフレ以外 に解決の道はない、という結論になる。 これが、 いわゆる 「調整 イン

フレ論」である。このような 「調整イ ンフレ論」 は、 過去に一部の政治家か らでた

ことがある し、また第2次 世界大戦によって蓄積され た膨大 な 日本政府の債務は、

激 しい戦後 インフレによって帳消 しになった とい う実績 もあ る。最近で も、 インフ

レ ・ターゲ ッ ト論 として、物価がある程度上昇す る ように もっ と金 融を緩和 せ よと

いう議論がある。私はこのような議論 には賛成できないが、 か りに年 率数%の ゆる

やかな物価上昇 に成功 した として も、過大な政府債務 の重圧 か ら抜 け出す ことはで

きない。ただ、数年で物価が倍になるような激 しいイ ンフ レーシ ョンになれ ば話は

別である。債務者 を救 う確実な方法はイ ンフレである。 しか し、 それは最 も反国民
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大衆的方法 である。 もしそのような事態がお これば、 日本経済 は破滅状 態 にな り、

国民生活に大変な混乱がお こるであろ う。われわれは こうした事態 だけは絶対避 け

なければな らない。

それでは、イ ンフレ以外に膨大な政府債務 を処理す る方法 はあ るのか。 ひ とつ注

意 しておかなければならないことは、いま述べた返済不能論 にはやや極端 な前提 が

含 まれているということである。それは、近い将来、あたか も現在 の国債 を全額 返

済 しなければならない、 といった前提 である。 もちろん国債 は約 束の期限が到 来 し

た ら償還 しなければな らない。 しか しその ことは、 国債の残高 をゼ ロにす るとい う

ことではない。産油国の ような例外 はあるとしても、諸外国 において も政府が債務

を負 ってい るのはむしろ普通の状態である。問題は、その債務 が過大 であるか、そ

の債務が適切 にコン トロールされているか、あるい は債務が増加 傾向にあ るか、減

少 しつつあ るのか、といった点にある。政府債務 が過大 か否か の基準があ るわけで

はないが、いろいろな指標か らみて、現在の 日本 の政府債務が大 きす ぎる とい う判

断 はまず 間違いはないであろう。 しか しだか らといって、 います ぐ問題が起 きる と

いうわけではない。ただ同時にいえることは、現状 を放 置で きる ような甘 い事態 で

はないとい うことである。いまわれわれに残 された選択肢 は、現 在の政府債務 を適

切 に管理 しなが ら、これか らの財政運営 に当たっては財政規律 を守ることによって、

財政に対す る信頼 を回復すること以外 にはない。これが、私の基本的立場である。

過大な国債残高の危機 とは何か

既に述べ たように、現在の財政の国債依存 も政府 の債務残高 も確か に過大で はあ

るが、だか らといって、いまの事態に絶望的になるわけにはいかない。 とはい って

もこの政府債務の大 きさは、 これか らの 日本経済の運営に とって、大 きな重石 にな

ることは間違いない。それは具体的には どうい うことだろうか。

現在、日本 の国債は市中消化方式で発行 されてい る。 この ような発行方式 の下 で

は、民間の消化力か らみて国債発行額が過大である、 あるいは国債残 高が大 き過 ぎ

るというこ とであれば、新規発行 国債の売れ残 りや市中流通国債の値下が り(利 回 り

上昇)と い う現象が起 こる筈であ る。 ところがいまのところ、そのような現 象は全 く

みられない。 日本国債の格付け引下げが発表 された ときも市 中流 通国債の値 下が り

はなかった し、新規発行 国債 もまずは順調に消化 されてい る。 この点か らいえば、

現在の国債発行額 も国債残高 も問題ないといえないこ ともないが 、ただ この背景 に

現在の超金融緩和があることはい うまでもない。い まの異常 な金融緩和がいつ まで
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続 くのかはっき りしないが、いずれそ うした事態に終 止符が打 たれ、市 中金利が上

昇する局面が くることは当然考えておか なければならない。そのとき何がお きるか。

国債の市場 価格 は下落する。その場合、国債価格の下落 は困 るか らといって不適切

な金融緩和 を続ければ、悪性 インフレを招 く危険性 は充分 にある。 これ は、多額 の

国債残高 を抱えた国が過去に しば しば直面 して きた政策 のジ レンマである。 今後、

日本経済がそうした局面に入れば、金融 をどの程度締 め るか をめ ぐって、お そ らく

激 しい政策論争がおきることだろう。

ただ し日本の場合 、以上のようなジ レンマ を緩和 す る特殊 の事情が ひとつあ る。

それは、既発国債の相当な部分 を公的部門が保有 してい るとい う事実であ る。 いま

この点について、平成14年3月 末の状況 をみてみよう。 この統計 によれば、 同時点

における国債発行残高は469兆 円(こ れには47兆 円の財投 機関債 を含 んでい るが、他

方、政府短期証券や政府借入金は含 まれていない)で あるが、その保有者 別内訳 は以

下のようになっている。

(表2)国 債 の保有者別内訳(金 額 ・兆 円、構成比 ・%)

保 有 者 金 額 構 成 比

金融機関

うち日本銀行

411 87.6

73 15.5

郵便貯金資金 51 10.8

財政投融資資金 ・政府金融機関 71 15.1

簡保資金 41 8.7

法人企業(金 融機関を除 く) 1 0.2

政府(社 会保障基金) 27 5.7

家計 ・非営利法人 14 3.0

海外 17 3.5

(資料)日 本銀行調査統計局「資金循環統計」

この ように、 日本の国債は金融機関 によって保有 されている割合が極めて高いが、

同時に 日本銀行 は じめ公的資金で保有 されている部分がか な り高い。 これは他の先

進諸国にはほとんどみ られない特徴である。上の表で、 ア ンダー ・ラインを施 した

ものが公的資金であるが、その額は全体で263兆 円、構成比で56.0%に なる。 この こ

との持つ経済的 ・金融的意味にはいろいろ興味深い内容が含 まれてお り、 また国債
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市場 のあ り方か らいって問題な しとしないが、少 な くとも金融が逼迫 した ときの国

債流通市場への影響 とい う点では、国債価格の下落 を緩和 す る要 因と考 えて よいで

あろう。 なぜ ならば、こうした公的資金による保有 国債 は、金融が逼迫 したか らと

いって、急 に市場で売却されるという可能性は低い と考 えられるか らである。

しか し、 この ような特殊 な事情があるか らといって、現 在の国債残高の大 きさに

問題がないわけではない。まず 日本の国債保有構造で気 になる点は、市 中金融機関

の保有が多いことである。前述の公的資金 による保有分 を除いた市中金 融部門(保

険 ・証券等 を含む)の 保有額 は175兆 円、構成比 で37.2%で ある。(表3)は 主な金融

機 関別に平成14年3月 末における国債保有額 と、それが全金融資産 に占める割合 を

みてみたものである。

(表3)市 中金融機関の国債保有状況(金 額 ・兆 円、割合 ・%)

金 額 全金融資産に占める割合

銀行(在 日外国銀行を除 く) 47 6.4

中小企業金融機関 14 7.5

農林水産金融機関 16 8.5

民間保険会社(生 命保険 ・損害保険) 32 17.1

証券会社 9 13.0

(資料)日 本銀行調査統計局 「資金循環統計」

このように市 中金融部門の国債保有が多いことは、 前述 の ような金利 上昇局面 に

入 った場合 、国債値下が り(国 債価格の上昇)に よる評価損 失額 がそれだけ大 き く

なる、とい うことを意味す る。 日本 の財政統 計には、国債償 還 までの残 余期間に関

す るデータが ないので、正確 な計算はで きないが、この残余期 間を平均10年 とした

私のラフな計算 によれば、国債利回 りが1%上 昇 しただけで、国債 の時価 は8%以

上減価す る。そうなると、国債保有者全体で約38兆 円、市 中金融部 門だけで も約14

兆 円の評価損が生 じる。と くに、金融資産 に占め る国債保有 の割合 が高い保険会社

や証券会社への影響は深刻である。 しか も、国債の値下が りが生 じるような状況で

は、政府関係機関債 ・地方債 ・社債な ども同 じように値 下が りす るだろ うか ら、金

融機関の評 価損はさらに広がることになる。 これは 「第二の不良債権 問題」 と もい

うべ き重大 な問題である。

さらに前述の ように、この ような膨大な国債残高 を前に して、 国民の間 に漠然 と
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した将来不安が広がっている。それは、いずれ大増税が くるだろ う、 あるいは激 し

いイ ンフレになるだろう、 といった心理 である。そ こには国債残 高の意味 に対す る

誤解 もあるが、それにして も国民の問にこうした不安 心理 がある とい う事実 は決 し

て軽 く見逃 してよい問題ではない。現在 の不況の原 因に、 国民 の将 来不安 による消

費不振があるといわれているが、こうした不安心理 があれば景気が好転 しない の も

当然である。また、日本の財政についての不信感 ない し不安感 は海外 に も広が りつ

つある。前述の国債格付 けの低下は、それを裏付け る ものであ る。 この国債格付け

については、政府 や与党政治家がいろいろ反論 を加 えてい るが、 問題 は海外投 資家

の目に日本財政ない しは日本経済が どの ように写 ってい るか とい うことであ る。現

在のように、あ らゆる取引がグローバ ル化 している時代 に、海外にそうした不信感 ・

不安感があるとい う事実が 日本経済 にとってプラス になるわけが ない。 われわれ に

とって大事 なことは、事実をもってこうした不信 感 ・不安感 を払拭す る努力や態度

であろう。

安易な財政運営に対する反省が必要

現在の ように、 日本の財政が国債発行 に依存するようになったのは、昭和40年 度

の赤字国債の発行か らであった。 これ は、実に19年 振 りの国債発行であった。 当時、

私は、この国債発行 は40年 不況の結果であ り、 したが って 日本経済が不況か ら脱出

すれば、また国債依存はな くなるだろう、またそうすべ きだ と考 えていた。 しか し

その後の現実は全 く違った。その後の財政運営は毎年度、 国債発行 に依存 した予算

編成が行 なわれて きた。そ して今 日の深刻な財政危機 を招いたのである。

どうしてこんな財政運営が行 なわれて きたのか。話 は簡単であ る。次 々と出て く

る国民の財政に対する要求に対 して、歴代内閣がその対価 を国民に求めることな く、

その要求 に応 じて きたからである。民主制の下にある政府が、国民の声に耳 を傾 け、

で きるだけその要望 に応 えようとするのは当然であ る。 しか し財政サ ービス を拡大

すれば、その費用 をどこか ら調達するか とい う問題 は同時的 に発生す る。 ところが

国民 は増税 にはいつで も反対する。これは、なにも日本 だけに限ったことではない。

しか しだか らといって、財政サービスの費用 を安易 に借金で賄 っていて は、やがて

財政は破綻する。責任ある政治であれば、国民の財 政に対す るサ ー ビス要求 を受け

入れる際には、その財政サービスの費用負担 を国民 に説得 しなければな らない。 し

か し残念 なことに、 日本の政治はその努力 を避けて きた。 高度成長期 には税の 自然

増収があったか ら、それで もなんとか財政赤字 を小幅 に止め ることがで きた。 しか
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しいまや財政にとって、そ うした 「幸せ な時代」は終 わった。それ に もかか わ らず

現在で も、高度成長期 に身についた安易 な財政運 営に対 する反省が浸透 してい るよ

うにはみ られない。私はここに、 日本の財政危機の根本的かつ深刻 な原因があ る、

と考 えている。

現在の 日本の財政状況がかな り厳 しい ものである ことは漸 く認識 されて きたよ う

であるが、その対策となると、やは り増税 を避ける道 を探 そ うとしているよ うにみ

える。それができるのであれば、それがベス トな選択であるのはいうまで もないが、

問題は、果 たしてそうした選択肢に よって財政再建が本 当に可能か、 とい うこ とで

あ る。以下、その点について若干検討 してみよう。

まず第一は、景気浮揚優先論である。 これは、国民に とって痛 み を伴 わない とい

う点で、政治的にもとり易 い政策である。た しかに、景気が よ くなれば税収 は増加

し、財政赤字は縮小する。アメ リカの財政は、持続的 な好況 によって黒字に転 じた

ではないか、というわけである。 しか し日本経済は、い まの不況か ら脱 出で きた と

しても、それほど高い成長が期待 できるわけではない。 バブル期 で も国税収入 は60

兆 円であった。 これは本年度の税収見込み より13兆 円多いだけで、本年度当初 予算

の財政赤字の半分 もカバーで きない。この ようにみて くる と、景気 回復 は、財政赤

字縮小の要因にはなって も、財政再建の決め手にはな らないとい うことが分か るで

あろう。

第二は、 まず税金の無駄使いをやめ よ、 とい う議論 であ る。 国民の血税 とい う表

現 があるが、その血税 を政府が大切に使 わなければな らないの は、あ ま りにも当然

す ぎる話である。それは、財政が赤字であろうと、黒字 であろ うとに関係 な く当然

のことであ る。ところが現実には、財政支出にいろい ろな無駄や非効 率があ る。そ

れが、しば しば新聞やテレビで報 じられる。そ して、 国民 はうんざ りし、政府 に不

信感を抱 く。こうした現象 は、国民が税金の使い方 を監視す る上で、大切 な機能 を

果た している。ただ、このような報道が、増税路線 をチェ ック しようとい うキャ ン

ペーンと結 びついているようにみ えるところが、私 には大変気 になる。 国民 はで き

れば税金 は少ないほうが よいと思 っているし、したが って政治家 は増税 を口にす る

ことを嫌が る。そこへ こうした報道姿勢が続 けば、国民 は 「そ うだ、そ うだ」 とい

うことにな り、政治家はます ます 国民 に負担 を求める勇気 を失 う。 もちろん、 無駄

な財政支 出を止めることによって、財政再建ができれば、それにこしたことは ない。

しか し何が 無駄かについて国民のコンセ ンサスを得 る ことは、現 実問題 と して非常

に難 しい。最近の高速道路建設をめ ぐる議論を聞いて も、 それは明 らか であろ う。
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もちろん、明 らかに無駄 な財政支出もあるだろ うが、私 は財政の無駄や非効 率 を排

除す ることによって、財政再建を実現で きるとい う議論 は全 くの幻想 にす ぎない と

思 う。

第三の主張 は、「小 さい政府」論である。歴史的 にみ ると、政府の機能 ・役割 は次

第に複雑化 ・多様化 して きた。国民の政府 に対す る要求 も次々 と出て くる。 こうし

て政府は 「大 きい政府」になった。これは世界的傾向である。 しか し同時に、「大 き

くな りす ぎた政府」に対す る反省 もまた時々顔 を出す。 これ も世界共通の現象 であ

る。日本で も長年 にわたって行政改革の必要が強調 され、現 にそれ はあ る程度 実行

もされてきた。こういう姿勢は 「大 きくな りす ぎる政府」 に対 する歯止 め として、

非常 に大切 である。 しか し財政再建に大 きく貢献する ような 「小 さい政府」 の実現

は本 当にで きるだろ うか。私 は非常 に疑 問に思 う。第一、 日本の政府はそんなに

「大 きい政府」だろ うか。その判断はなかなか難 しいが、いまそのひとつの指標 とし

て、GDPに 対する 「政府最終消費支出」の割合(2000年)の 国際比較をみてみ よう。

(表4)GDPに 対す る 「政府最終消費支出」の割合(%)

日 本 16.7 ド イ ツ 19.0

ア メ リカ 14.4 フ ラ ン ス 23.3

カ ナ ダ ii イ タ リ ア 1s.a

イギリス 18.5 ス ウ ェーデ ン 26.2

(資料)内 閣府経済社会総合研究所編 『経済要覧 平成14年 版』

この比較で明 らかなように、経済全体に占める政府消費支 出の割合 はアメ リカが

最低 で、 ヨーロ ッパ諸国は概 して高い。これは、社会保障制度 のあ り方 と関係があ

る。アメ リカでは 「自己責任」 原則が強調 される。 これに対 しヨーロ ッパ諸国は

「社会的連帯」の意識の下で福祉 国家 を作 り上げて きた。そこではどうして も 「大 き

な政府」にな りが ちである。ところで 日本は どうか といえば、 政府 の大 きさではア

メリカとヨーロッパの中間に位置 している。それでは社会保障制度 はといえば、 日

本 はむ しろ ヨーロ ッパ型である。 この事実 を冷静にみれば、「小 さい政府」 を作 る努

力の必要性 は認めつつも、そこには厳 しい限界があるこ とを、 同時に認識 しなけれ

ばならない。

以上私 は、財政再建の方途とな りうる三点について、 そ こに大 きな期待 を持つ こ

とには無理があることを述べて きた。私は以上三点の考 え方が間違 いだ といってい
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るのではない し、改革 ・改善の努力 を否定 しているので もない。 ただ これ らが財政

再建 の決め手にはなりえない、 と言っているのである。

日本財政は再建できるか

以上私は、現在の 日本 の財政が容易 ならざる事態 にあ り、その改善が急がれ るこ

と、 またその方策は景気回復や財政支 出の無駄 ・非効率の排 除では決め手 にならな

いことを述べて きた。つま り、危機的な財政状況か ら脱 出す る道 は、税 収の増 加 を

避 けて通れない とい うことである。納税者の立場 としては、 これはあ ま り嬉 しい こ

とではない。 しか し、 これからの日本経済が持続的に発展 してい くことを望 むな ら、

これは止む を得ない選択 であることを、われわれ は しっか りと自覚 しなければ な ら

ない。

いま日本 は人口の高齢化が急速に進んでいる。そ うした状 況を前提 として、老後

が安心な社会 を作 るために、われわれは負担すべ きコス トを支払 ってい るのだ ろ う

か。財務省 ・橋本元秀氏が作成 した国民負担率(国 民 負担/国 民所得)の 国際比較

に関する次のデータは、 この点についての反省 を迫る ものである(な お、 ここで 国

民負担 とい うのは租税負担 と社会保障負担 の合計)。

(表5)国 民負担率の国際比較(%)

年次 租税負担 社会保障

負担
計

(参考)

老人人口比率 財政赤字率※

日 本 2000 22.5 14.4 36.9 17.2 12.3

ア メ リカ 1997 27.5 10.1 37.6 12.6 1.1

イギリス 1996 38'.7 10.2 48.9 15.9 5.8

ド イ ツ 1997 29.2 26.7 55.9 15.2 3.7

フラ ンス 1997 28.6 36.2 64。8 15.2 4.6

(資料)橋 本元秀氏作成資料による ※対国民所得比

このデータからも明らかなように、日本の国民負担率はアメリカ型である。 しか し日本

とアメリカでは社会の状況が著しく異なっている。前にも述べたように、 日本の社会保障

制度はヨーロッパ型である。 しかも老年人口比率は、上の5か 国で最 も高い。それにも

かかわらず、 日本の国民負担率はアメリカ以下であり、その反面、財政赤字 は先 進諸国

に例 をみない大 きさである。こんな財政運営が長続 きするわけがない。政治家 はこのこと
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を、国民に率直に、かつ真剣に訴 えるべ きである。マスコミもこの事実 を冷静に国民に

伝 えて欲 しい。そして、われわれがこの厳 しい現実をきちんと受け止めること、 これが 日

本の財政再建を可能にする大前提であると思 う。

日本の高齢化 はこれか らも進行する。そうした状況 の中で、私は社会保障 制度の

持つ意味はます ます重要になって くる と考 えているが、他方、 多 くの国民 が社会保

障制度の維持は難 しいだろうと考 えている。そ して 自分の老後 を守 るために営 々 と

貯蓄に励んでいる。これが 日本の異常 に高い個 人貯蓄率の原因であ る。その結果、

個人消費は不振 にな り、これが不況の原因になってい る。 そ して失業が増 え、財政

赤字は拡大 し、国民はます ます不安感 を高めている。 その反面、 日本 の国民 は低 い

国民負担で済 ませ、他方で膨大な個人貯蓄残高を保有 しなが ら、毎 日、将 来不安 を

抱 え、イライラ しなが ら暮 らしている。これは、何 ともおか しな姿ではないか。

このようにみて くると、国民生活の安定のためには財政再建が不可欠であ り、 そ

の決め手 として、国民負担の増加 は避 けられないこ と、 しか しそれが結 局は国民全

体 にとってプラスであることは明白である と思 う(同 時 に、社会保障 制度 を持続可

能 な姿 に再構築 し、それを国民に提示することが重要 であるが、 この点は紙数の都

合で省略せ ざるをえない)。 ただ、国民負担は公平なものでなければならない。 その

意味で重要 なのは税制のあ り方である。財政再建の見地か ら税収増加 が不可欠 であ

るとして も、いまの税制 をそのままに して、単 に税 率ア ップに よって税収増加 を図

ろうとす れば、現行税制の矛盾点 をそのまま拡大す る結果 にな り、適当ではない。

それでは、 どのような方法によって税収増加を図るか。 この点で示唆 に富むの は、

去 る6月 に発表 された政府税制調査会の答 申である。 この答 申が現行税制 の問題点

として重視 してい るのは、「税の空洞化現象」、つ ま りかな り多 くの個 人 ・法 人が所

得課税 を免れてい るとい う事実である(た とえば、全法人の約7割 が赤字、つ ま り

法人税の支払いを免れている)。 この大 きな要因に、税務当局の所得捕捉が不充分 と

い うことがある。従来か ら 「トウゴウサン」とか 「クロ ヨン」 と言われてきた現象

である。 この現象は、一部の納税者 の負担 を重 くす る とと もに、税 の公平感 を著 し

く損ねて きた。 しか し税務当局がいか に努力 して も、 その所得捕捉 能力 には限界が

あ る。そこで この答 申は、これか らの税制のあ り方 として 「広 く、薄い」課税 を 目

指 し、その具体策 として消費税率の引上げと法 人事業税(地 方税)へ の外形標準課

税導入を提案 した。私は、この考 え方が極 めて妥 当なものである と評価 し、したがっ

て この答 申内容 にほぼ全面的に賛成である(た だ し、この答 申が農家 に対す る課税

に全 く触 れていない点は不満であるし、また外形標準課税導入 を地 方税 のみ に限定
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した点にも疑問を持つ)。 私は、この答申が実行 されるならば、これか らの財政再建

におそ らく大 きな力になるであろう、 と考えている。

以上私は、財政再建にとって税制改革が極 めて重要 だ とい うこ とを強調 した。 も

ちろん財政 の健全性は歳入 ・歳出のバ ランスの問題で あ り、 歳入増加 とともに歳 出

の節減に も努めなければならないのは当然であるし、財 政の運営が景気動 向に配慮

しなければならないこともいうまで もない。 しか し財政 の基本的 あ りか た として、

これ までの安易 な運営 を転換 しなければな らないことをまず認めなければな らない。

それに して も、一挙 に均衡財政 を実現す ることは不可 能であ るし、健全財 政 を実現

す るためには、長い時間 と不断の努力が必要である。それ について政治が強い意思

を持ち続け られるか、政治家が リーダー ・シップを発揮 で きるか、有権者 がそれ を

支持す るか、日本の財政再建ができるか否かの鍵はそ こにあると思 う。

最後 に、これか らの財政金融政策の運営について、簡単に私見 を述べてお きたい。

過大 な政府債務 を抱えた経済の運営は、実はなかなか厄介 である。それは、 ひとつ

には過大な政府債務の存在が弾力的な財政金融政策の運営 を制約するか らであ り、

もうひとつは政府債務の借換 えが金融市場 に撹乱的影響 を与 えるか らであ る。第2

次世界大戦後のアメリカ ・イギリスの政策当局はこの問題 に大 いに悩 まされ、政策

運営 をめ ぐって政府 と中央銀行 はしばしば対立 した。実 は、現在 の 日本の政府債務

の規模は、 当時のアメリカ ・イギリスの状況 と似ている(日 本 の場合は、前述 のよ

うにインフ レによって処理 した)。 このことは、 これか らの 日本経済の運営 は、戦後

のアメリカ ・イギリス と同 じような悩みを抱 えて行 なわれなければな らない、 とい

うことを意味 している。 したがって、今後の 日本経済 の運営 にあたって は、 まず激

しい経済変動 を起 こさない ように慎重 な政策運営に心掛 けなければな らない。 同時

に、政府債務残高 を適切 に管理 することによって、国債の借 換 えが金融に撹乱 的影

響 を及ぼさないようにしなければな らない。それを目指 したのが、戦後のアメリカ ・

イギ リスで重視 された 「国債管理政策」である。 日本で は国債消化策 には関心があ

るが、こうした 「国債管理政策」 にはあ まり目が向け られていない。 しか しこれか

らは、こうした政策技術の研究 も重視 されなければならないであろう。

いずれにせ よ、われわれは膨大な政府債務 を抱 えて しまった。われわれは、 この

現実か ら逃れることはで きない。われわれは、この現 実 を直視 して、長期 にわ た り

厳 しい経済運営 を続けることを覚悟 しなければならない と思 う。

以上

(2002年11月 ・脱稿)
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